
「令和 7 年 8 月 10 日からの大雨」により被災した 

住宅の応急修理について 

 

■応急修理とは 

 

 

 

 

■修理業者の皆様へお願い 

 

 

 

 

 

■支援対象 

 

 

 

 ※全壊の場合、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は支

援の対象となります。 

■支援内容 

 

 

 

 

■応急修理対象工事の注意点 

・畳やフローリング、壁紙など、仕上げのみの交換は対象外です。 

 （下地の修理に伴う場合は対象となります。） 

 

・家電製品は対象外です。 

 

・壊れた衛生設備の交換の際、明らかなグレードアップになるものは対象外です。 

 （給湯器等破損した設備の品番を写真等で記録しておいてください。） 

 

被災した住宅の屋根・外壁や台所・トイレなど日常生活に必要な最小限

の部分について、市町村が
．．．．

応急的な修理を行い、元の住家に引続き住むこ

とができるようにする制度です。 

り災証明書の区分で「全壊※」「大規模半壊」「中規模半壊」

「半壊」「準半壊」と記載されている住宅 

・全壊、大・中規模半壊、半壊：最大７３万 9 千円（税込） 

・準半壊：          最大３５万 8 千円（税込） 

・被災を受けた方で、この制度をご存じでない場合は、必ずこの制度を

ご案内ください。 

・工事完了後に「安心・安全に住める住宅」となるよう、被災を受けた

方に十分説明をしながら打合せを行って下さい 

業者 
向け 



■手続きのながれ 

見積り 

・ まず、「被害状況がわかる写真」が申込みをする際に必要になるため、写真を撮

っておくように被災者にお声掛けをお願いします。 

・ 被災者としっかり打合せを行い、応急修理制度を利用し修理をすることになっ

た場合は、 「修理見積書（様式第３号）」の作成が必要です。内訳の詳細がわ

かる資料（※修理業者 指定の様式で可）を添付し被災者に渡してください。 

・ 修理見積書（様式第３号）については、消費税込金額での記載になりますので、

税抜金額 で記載されないようお気をつけください。 

・ 八代市で被災を受けた方からの申込書類の提出後、修理見積書記載の工事対象

内外について、 八代市の担当者から確認がある場合があります。  

・ 見積金額（応急修理分）に記載の金額が、八代市との契約金額になります。 そ

れを超える被災者負担分については、被災者と２者間で契約いただき、被災者

から 支払いを受けていただくことになります。  

 

契 約 

・ 被災者から申込書類を受付けた後、八代市から修理業者に対し「応急修理依頼

書（様式第４号）」を発行します。  

・ 応急修理依頼書（様式第４号）を受けられたら、「請書（様式第 6 号）」 に印

紙貼付のうえ、割印したものを 1 部、八代市まで提出してください。 

・ 令和 8 年 8 月 9 日までに工事を完了してください。 

 

支払い 

・ 応急修理が完了したら速やかに「工事完了報告書（様式第７号）」を八代市に提

出ください。  

・ 修理見積書（写）と工事写真（施工前、施工中、施工後）の添付が必要です。 

・ 八代市での完了検査後に「請求書」を受領し八代市から支払うことになります。 

 

【問い合わせ先】 
八代市 営繕課 
電話：0965-33-4401 


